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高校生等修学支援事業の利用を希望される皆さんへ 
                       

京 都 府 高 校 生 等 修 学 支 援 事 業 

令和８年度貸与（貸付）予約申請 

案   内 
 

 
◎ この事業は、勉学意欲がありながら経済的理由により修学が困難な高校生等に

対し、修学資金の貸与（貸付）等を行うことにより、教育の機会均等を図り、も
って社会の発展に寄与する人材の育成に資することを目的としています。 

 
◎ 令和８年４月に高等学校等に進学を希望される生徒については、要件を満たし

ていれば、進学後に貸与（貸付）が受けられるよう事前に予約申請をしていただ
くことができます。 

 
◎ 初回の振込は、進学先への入学を確認してからの貸与決定後（令和８年４月末

～）となり、令和７年度中（２月・３月中）の振込はできません。 
 

◎ この案内を読んで、貸与予約を希望される場合は、「申請の手引き」を在学し
ている中学校から受け取り、申請書類を在学している中学校へ提出してください。 

 
◎ 貸与（貸付）を受けた修学資金は、貸付終了後、生徒本人が返還しなければな

りません。修学資金の貸与予約を希望される生徒・保護者は、このことを十分理
解の上、申請してください。 
（※特別融資制度は、保護者が借入し、返済します。） 

 
◎ 貸与予約申請の最終締切日は、令和７年１２月２２日（月）です。 

（在学している中学校へ提出してください。） 
 

◎ この事業と併給はできませんが、同種の資金についての概要を紹介しますので
参考にしてください。（→Ｐ８、詳細については各問合先におたずねください。） 

 

 

京 都 府 

京 都 府 教 育 委 員 会 
   

＜担当課＞ 教育庁指導部高校教育課・文化生活部文教課 
 

 

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁旧本館２階 

京都府教育庁指導部高校教育課修学支援係 

TEL ０７５－４１４－５０４３ 

 

問い合わせ先 
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～ 京都府高校生等修学支援事業（貸付）の概要について～

　高校生等修学支援事業には、４つの貸付制度がありますが、所得に応じて利用できるものとで
きないものがあります。
 （詳細については、次ページの「制度案内」を御参照ください。）

テストデータ

制度を利用できる所得のめやす ※あくまでもめやすです。

≪ 修 学 支 度 金 ≫≪ 修 学 金 ≫

◆ 保護者が金融機関の融資

を利用

◆ 融資限度額

〇国公立 648,000円

〇私 立1,080,000円

② 修 学 支 援 特 別 融 資

利 子 補 給 制 度

① 高 等 学 校 等 修 学 金

貸 与 制 度

◆ 生徒に京都府から

貸与（貸付）

◆ 貸与月額

〇国公立 月18,000円以内

〇私 立 月30,000円以内

①－(2)

修 学 支 度 金 特 別

融 資 利 子 補 給 制 度

◆ 生徒に京都府から

貸与（貸付）

◆ 貸与額(入学一時金)

○ 国公立 50,000円

○ 私 立 250,000円

①－(1)

高 等 学 校 等 修 学

支 度 金 貸 与 制 度

◆ 保護者が金融機関の

融資を利用

◆ 融資額（入学一時金）

〇 国公立 50,000円

〇 私 立 250,000円

※ 主たる生計維持者の

年収150万円未満

※ 主たる生計維持者の

年収150万円以上

◆ ４人世帯で主

たる生計維持

者の年収が

約800万円

◆ ４人世帯で保

護者の年収の

合計

約472万円

◆ 主たる生計維

持者の年収

150万円

◆ 収入なし

試算のﾍﾟｰｼﾞ(P4～

P7)により判定で

きます。

めやす

めやす

※ ①高等学校等修学金貸与制度

の利用者に限り利用できます。

修学支度金（入学一時金）の

利用はできません。



  制 度 案 内  

高校生等修学支援事業（修学金） 

４人世帯で 
主たる生計 
維持者の年収 
約800 万円 

  めやす  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４人世帯で 
保護者の 
年収合計    
約 472 万円 
  めやす  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
収入なし 

② 修学支援特別融資利子補給制度 

利 子 利子補給 

※ 支払われた利子（現行 1.7％ 金利の変動により変わる可能性あり）

を１年ごとに京都府が全額補給（ただし休学中・退学後は補給なし） 

返済者 

等 

保護者（主たる生計維持者）が 

金融機関へ元金・利子を返済 

要 件 ◆親権者又は未成年後見人が京都府

内に住所を有していること。 
 

◆下記の学校への進学希望者の保護者 

 ・高等学校 

 ・中等教育学校（後期課程） 

 ・特別支援学校（高等部） 

 ・専修学校（高等課程） 
 

◆勉学意欲があると認められること。 
 

◆Ｐ４～５の基準額を超えて、Ｐ６

～７の収入基準以内の方 
 

◆同種の資金の貸与又は給付を受け

ていないこと。（参考Ｐ８） 

返 済 

期 間 

最初の融資の同月又は翌月から最長

７年以内 

（３年以内の元金据置可能） 

連 帯 

保証人 

連帯保証人は不要だが、 

保証（手数）料自己負担 

申請・ 

貸与の

時期等 

・利用申込 ～１２月 

・申請  ２月～３月 

・府から「特別融資申込資格認定証」 

を交付 ４月～ 

・金融機関へ融資申込 

・金融機関から融資 

・返済開始（元金・利子） 

・府から利子補給 翌年度の８月 

 

 ※ 予約された場合の日程です。 
  入学後に申請（～５月 15 日）する 
 こともできます。 
 （その場合、「特別融資申込資格認定証」の交付は６月以降になります。） 

貸与額  【金融機関の融資限度額】 

国公立＜一括＞ 648,000 円以内 

   ＜分割＞ 216,000 円以内 

私 立＜一括＞1,080,000 円以内 

   ＜分割＞ 360,000 円以内 

➀ 高等学校等修学金貸与制度 

利 子 無利子 返済者 生徒本人 

要 件 ◆親権者又は未成年後見人が京都府

内に住所を有していること。 
 

◆下記の学校への進学希望者 

 ・高等学校 

 ・中等教育学校（後期課程） 

 ・特別支援学校（高等部） 

 ・高等専門学校 

 ・専修学校（高等課程） 
 

◆勉学意欲があると認められること。 
 

◆Ｐ４～５の基準額未満の方 
 

◆同種の資金の貸与又は給付を受け

ていないこと。（参考Ｐ８） 

返 済 

期 間 

貸与終了後、最長 20 年以内 

（返還猶予の場合、猶予終了後 20

年以内） 

連 帯 

保証人 

１名（親権者が兼ねることも可） 

申請・ 

貸与の

時期等 

・予約申請   ～12 月 

・予約決定 

（進学先決定後） 

・本申請   ２月～３月 

・貸与決定   ４月末～ 

・貸付金は２回に分けて振込 

  ① ４月末～（４月～９月分） 

  ②１０月末～（10 月～３月分） 

 

 ※ 予約された場合の日程です。 
  入学後に申請（～５月 15 日）する 
 こともできます。 
 （その場合、初回の振込は６月末以降になります。） 

貸 与 

（貸付） 

額 

 国公立  月額 18,000 円以内 

 私 立    月額 30,000 円以内 

（自宅外通学は 5,000 円加算可能） 
 

 ※「京都府奨学のための給付金」 

  を受給される場合、 

  貸与額が調整されます。 

 

保護者が金融機関の融資を利用 

生徒に京都府から貸与（貸付） 



 
 

高校生等修学支援事業（修学支度金） 

 

左ページの「① 高等学校等修学金貸与制度」の利用者に限り、 

修学支度金制度の利用が可能。 

修学支度金のみの申請はできません。 

 
 

保護者の 
年収合計 
約 472 万円  

  めやす  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主たる生計 
維持者の年収 
150 万円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
収入なし 

  

①－（２） 

 修学支度金特別融資利子補給制度 
 

利 子 利子補給 

※ 支払われた利子（現行 1.7％ 金利の変動により変わる可能性あり）

を１年ごとに京都府が全額補給 

返済者 

等 

保護者（主たる生計維持者）が 

金融機関へ元金・利子を返済 

要 件 ◆高等学校等修学金貸与を受ける方

の保護者 

 

 

◆主たる生計維持者の年収 

       150 万円以上 

 

◆同種の資金の貸与又は給付を受け

ていないこと。（参考Ｐ８） 

 

 

 

返 済 

期 間 

最初の融資の同月又は翌月から最長

７年以内 

（３年以内の元金据置可能） 

連 帯 

保証人 

 

連帯保証人は不要だが、 

保証（手数）料自己負担 

申請・ 

貸与の

時期等 

(修学金の予約申請時に希望の有無記入) 

・申請  ２月～３月 

・府から「特別融資申込資格認定証」 

を交付 ４月～ 

・金融機関へ融資申込 

・金融機関から融資 

・返済開始（元金・利子） 

・府から利子補給 翌年度の８月 

貸与額  【金融機関の融資額】 

 

国公立  50,000 円（定額） 

私 立  250,000 円（定額） 

 
 

①－（１） 

 高等学校等修学支度金貸与制度 
 

利 子 無利子 

 

返済者 生徒本人 

要 件 ◆高等学校等修学金貸与を受ける方 

 

◆主たる生計維持者の年収 

       150 万円未満 

 

◆同種の資金の貸与又は給付を受け

ていないこと。（参考Ｐ８） 

 

返 済 

期 間 

貸与終了後、最長７年以内 

（返還猶予の場合、猶予終了後７年

以内） 

 

連 帯 

保証人 

 

１名（親権者が兼ねることも可） 

申請・貸

与の時

期等 

(修学金の予約申請時に希望の有無記入) 

・申請    ２月～３月 

・貸与決定  ４月末～ 

・貸付金振込 ４月末～ 

 （修学金の振込と同時期） 

 

貸 与 

（貸付） 

額 

 

国公立  50,000 円（定額） 

私 立  250,000 円（定額） 

 

生徒に京都府から貸与（貸付） 

保護者が金融機関の融資を利用 



 試算のページ 〔１〕 

 
 

「➀高等学校等修学金貸与制度」と「②修学支援特別融資利子補給制度」のうち、 
    どちらの制度を利用できるのか計算してみましょう。 

 

   都道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の保護者合算額      ⇒  Ｂ 
 

   右のページの「都道府県民税所得割額・市町村民税所得割額基準額表」 ⇒  Ａ 
 

 

 

 

 

 

 

Ｂ ＜ Ａ となる場合 
 

◆「①高等学校等修学金貸与制度」が利用できます。 

  「貸与予約申請の手引き ８ －２」により申請してください。 

 

 

Ｂ ≧ Ａ となる場合 
 

◆「①高等学校等修学金貸与制度」は利用できません。 

※令和７年１月以降、家計が急変したときは、利用できる場合が

あります。詳細は京都府に御相談ください。 

◆「②修学支援特別融資利子補給制度」の申込ができます。 

  「特別融資利子補給の手引き ８ －３」により申込んでください。 
 

   ◇ 都道府県民税所得割額・市町村民税所得割額は、次の証明書類により確認してください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

令和　　　年　　月 　　日

（摘要）

問合せ先

受 給 者 番 号 氏 名 指定番号

所

 
得

給 与 収 入
主 た る 給 与
以 外 の 合 算
所 得 区 分

営

業

等

農

業

不

動

令和７年度 給与所得等に係る市民税 ・ 府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用）

様

そ の 他 の所 得計 分 離 短 期 譲 渡 所 得 割 額 ⑥ 住 所 個人番号

総 所 得 ③

税
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
額

市
町
村

税額控除前所得割額 ④

給 与 所 得 山 林 所 得 税 額 控 除 額 ⑤

総 所 得 金 額 ①

利

子

配

当

給

与

雑 譲

渡

･

一

時
課
 

税

 
標
 

準

分 離 長 期 譲 渡 均 等 割 額 ⑦

株 式 等 の 譲 渡

道
府

県

税額控除前所得割額 ④

所 得 割 額 ⑥

社 会 保 険 料 配 偶 者 特 別

様方

他

障

未

成

年

者

特

障

他

障

なお，処分の取消しの訴えは，前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができないこととされていますが，①異議申
立てがあった日から３ヵ月を経過しても決定がないとき，②処分，処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき，③その他決定を

経ないことにつき正当な理由があるときは，決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
生 命 保 険 料 基 礎 控 除 不 足 額 ⑨

所
　
得

　
控
　

除

雑 損 障 ・ 寡 ・ ひ ・ 勤 上 場 株 式 等 の 配 当 税 額 控 除 額 ⑤ あなたの特別徴収税額を左記のとおり決定（変更）したので，地方税法第４１条及び第３２１条の４（第３２１条の６）の規定によって通知します。また，この通知書の記載事項に
不服がある場合は，この通知書を受け取った日の翌日から起算して６０日以内に市（町・村）長に対して異議申立てをすることができます。この特別徴収税額の決定の取消し

を求める訴えは，前記の異議申立てに係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して６ヵ月以内に市（町・村）を被告として（市（町・村）長が被告の代表者となります。）提起

することができます。

医 療 費 配 偶 者 先 物 取 引

均 等 割 額 ⑦

小 規模 企業 共済 扶 養
特

定

同

老

老

人

⒗

歳

未

満

そ

の

他

同

障

特

障

控

配

老

配

扶養親族該当区分 本人該当区分
繰

越
損

失

地 震 保 険 料 所 得控 除合 計② 既 充 当 額 ⑩
市長村長　　　氏　　　名　　　　㊞

既 納 付 額 ⑪

寡

婦

ひ

と

り

親

勤

労

学

生

特 別 徴 収 税 額 ⑧

差引納付額（⑧-⑪-⑨，⑩） 納
付
額

６月分 ９月分 １２月分 ３月分
変 更 前 税 額 ⑫ ７月分 １０月分 １月分

変 更 月 月

４月分

増 減 額 （ ⑧ - ⑫ ） ８月分 １１月分 ２月分 ５月分

ア 市町村民税・都道府県民税 特別徴収税額通知書

課税年度が令和７年度
市町村民税所得割額

都道府県民税所得割額

令和７年度　市民税・府民税　課税明細書（１） 令和７年度　市民税・府民税　課税明細書（２）

所得金額 所得控除額 課税標準額と算出所得割 市民税・府民税の計算

税額控除等

区 学区 町 氏名

様 様

外 国 税 額 控 除

納税者

納税者コード 調 整 額
納税者

納税者コード
区 学区 町 氏名

減免税額（市民税＋府民税）
住 宅 借 入 金 等
特 別 税 額 控 除

均等割 円 　　所　得　割 円
寄 附 金 税 額 控 除

⒗

歳

未

満

特
別

そ
の
他

調 整 控 除
総所得金額等の合計額

配 当 控 除

先物取引
一
般
 
＊

老
人

特
定

老
人

そ
の
他

本人障害 　　市　民　税 円 　　府　民　税 円 配当割額又は株式等譲渡所得割額　円　

未公開 基 礎 控 除 配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除額

上場 所 得 控除 額 の 合 計

上場株式等の配当
控対配 扶養親族 扶養障害 本人該当

キ 先 物 取 引 所 得 ⑦ 年 税 額 （ 市 民 税 ＋ 府 民 税 ）
軽課 扶 養 控 除

⑧ 所得割 から控除することがで きなかった

株式等の譲渡

一般 配 偶 者 控 除
カ 上場株式等の配当所得 ⑥ 計 （ ④ ＋ ⑤ ）

特定 配 偶 者 特 別 控 除

④ 所 得 割 額 （ ① － ② － ③ ）
軽減 障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生控除

社 会 保 険 料 控 除
イ 山 林 ・ 退 職 所 得 ② 税 額 控 除 等

山林・退職所得 生 命 保 険 料 控 除
ウ

オ 株 式 等 譲 渡 所 得 ⑤ 均 等 割 額

長期譲渡

分 離 短 期 譲 渡 所 得 ③ 配 当 割 額 又 は 株 式 等

分
離
課
税
の
所
得

短期譲渡
一般 地 震 保 険 料 控 除 譲 渡 所 得 割 額 控 除 等

エ 分 離 長 期 譲 渡 所 得

円
市　民　税 円 府　民　税 円

（内給与所得） 医 療 費 控 除
ア 総 所 得 ①

算　出　所　得　割
総 所 得 雑 損 控 除 　　　市　民　税 円 　　　府　民　税

種類 所得金額　　　　円 種類 所得金額　　　　　円

所得の種類 　　　　課税標準額　　円　　　

算 出 所得割 合計 （ア ～キ の合 計）
（内年金所得）

市町村民税所得割額

イ 市町村民税・都道府県民税 納税通知書

課税年度が令和７年度

都道府県民税所得割額

住　所

氏　名

年度 所得の金額 税額

令和７年度
（令和６年分所得） 収入金額

円 円 円

円 円 円 円

総所得 円 特別障害者 控対配 * 雑損 円 総所得 千円

（内給与 円 ) その他障害者 老人控対配 医療費 円 土地等事業雑 千円

土地等事業雑 円 老年者 同居老親等 人 社会保険料 円 分離短期譲渡 千円

分離短期譲渡 円 寡婦 老人扶養 人 小規共済掛金 円 分離長期譲渡 千円

分離長期譲渡 円 ひとり親 特定扶養 人 生命保険料 円 株式等の譲渡 千円

株式等の譲渡 円 勤労学生 16歳未満 人 寄附金 円 上場株式配当 千円

上場株式配当 円 その他扶養 人 地震保険料 円 先物取引取得 千円

先物取引取得 円 同居特別障害 人 障老寡学 円 山林 千円

山林 円 特別障害 人 配偶者特別 円 退職 千円

退職 円 その他障害 人 配偶扶養基礎 円

上記のとおり証明します。
令和 年 月 日

所 得 控 除 額 課 税 標 準 額

16歳未満の被扶養者数は，

平成23年度以前分につい

ては，その他扶養に含まれ

ています。

本人，扶養該当欄の*印は該当する事を示します。

そ の 他 の 事 項

給 与 市民税

公的年金等 府民税

所 得 の 金 額 の 内 訳 本 人 該 当 扶 養 該 当

市・府民税課税証明書

納税義務者

記

所 得 割 額 均 等 割 額 年 税 額

市町村民税所得割額

ウ 市町村民税・都道府県民税 課税（非課税）証明書

課税年度が令和７年度

都道府県民税所得割額



【都道府県民税所得割額・市町村民税所得割額基準額表】 
                 

 1 9 歳 未 満 の 扶 養 親 族 の 人 数 基準額 

 都道府県民税所得割額・ 

 市町村民税所得割額の 

 合計額（保護者等合算） 

 

 

 

うち 16 歳未満 

H21.1.2 以降生まれ 
 

うち 16 歳以上 19 歳未満 

H18.1.2～H21.1.1 生まれ 
 

 １人 ０ １      

265,500 円未満 

 

１ ０ 
 
 ２人 
 

０ ２ 
１ １ 
２ ０ 286,500 円未満 

 

 ３人 

 

０ ３ 265,500 円未満 
１ ２ 277,500 円未満 
２ １ 298,500 円未満 
３ ０ 319,500 円未満 

 
 
 ４人 
 
 

０ ４ 268,500 円未満 
１ ３ 289,500 円未満 
２ ２ 310,500 円未満 
３ １ 331,500 円未満 
４ ０ 352,500 円未満 

 
 

 ５人 

 
 

０ ５ 280,500 円未満 
１ ４ 301,500 円未満 
２ ３ 322,500 円未満 
３ ２ 343,500 円未満 
４ １ 364,500 円未満 
５ ０ 385,500 円未満 

                       
 

生徒本人（中学３年生・平成 22 年５月１日生） 
父 
母 
姉（高校生・平成 19 年７月１日生） 
弟（小学生） 
※ 生徒本人、姉、弟の３人ともに父又は母の扶養親族 

 
    ① 上の「都道府県民税所得割額・市町村民税所得割額基準額表」の該当のところの金額を確認します。 
                 
 1 9 歳 未 満 の 扶 養 親 族 の 人 数 基準額 

 都道府県民税所得割額・ 
 市町村民税所得割額の 
 合計額（保護者等合算） 

 
 
 

うち 16 歳未満 
H21.1.2 以降生まれ 

 

うち 16 歳以上 19 歳未満 
H18.1.2～H21.1.1 生まれ 

 

 １人 ０ １      
   

 
  

 ３人 
    

     
    Ａ 
 

１ ２ 277,500 円未満 
２ １ 298,500 円未満 

   

 
   ② 父の「都道府県民税所得割額」＋「市町村民税所得割額」 
    母の「都道府県民税所得割額」＋「市町村民税所得割額」 
 
     ③  Ｂ ＜ Ａ  であれば 「①高等学校等修学金貸与制度」が利用できます。 
 
          Ｂ ≧ Ａ   であれば  「①高等学校等修学金貸与制度」は利用できません。 
                   「②修学支援特別融資利子補給制度」の申込ができます。 

 

合計した金額 Ｂ 

例  



 試算のページ 〔２〕     

 
Ｐ４の試算で、「①高等学校等修学金貸与制度」の基準を超過した場合、 

    「②修学支援特別融資利子補給制度」の収入基準額に該当するか試算して 
    みましょう。 
 

     ※  実際は、令和７年分の収入で判定します。 
       今回は、令和６年分の収入で試算してみましょう。 
 
１ 主たる生計維持者の「年間収入認定額」を計算します。 ‥‥Ｂ 
 
≪ 計算式 ≫ 
  ◆  給与所得者の場合  
   源泉徴収票の支払金額(ａ)－（右ページ【１表】給与所得の場合における控除額(ｂ)＋右ページ【２表】特別控除額(ｃ)） 
 
  ◆  事業所得者の場合  
   確定申告書の所得金額(ａ)－（右ページ【２表】特別控除額(ｃ)） 
 
２ 右ページの「Ａ 収入基準額」と主たる生計維持者の「Ｂ 年間収入認定額」を比べます。 
 
   「Ｂ 年間収入認定額」 ≦ 「Ａ 収入基準額」 となる場合 
 
                  修学支援特別融資利子補給制度が利用できます。 
 
 

 
生徒本人（私立高校生・自宅通学） 
父（主たる生計維持者）：年収（支払金額） 7,920,000 円 

  母 
姉（私立大学生・自宅通学） 

    （ａ）：7,920,000 円 
    （ｂ）：7,920,000×0.3＋223 万円 → 4,610,000 円（１万円未満四捨五入） 
    （ｃ）：（私立高校・自宅）410,000 円＋（私立大学・自宅）1,010,000 円＝1,420,000 円 
 
     ・主たる生計維持者（父）の年間収入認定額 
          （ａ）－（（ｂ）＋（ｃ））＝1,890,000 円    ・・・ Ｂ 
     ・収入基準額表の４人世帯の基準額   2,860,000 円    ・・・ Ａ 
 
                    Ｂ ＜ Ａ    「修学支援特別融資利子補給制度」の申請が可能 
 
 
 

 
 
① 今回申請を希望される場合は、「修学支援特別融資利子補給制度申請の手引き ８ －３」を 

  中学校で受け取ってください。 
 ② 「修学支援特別融資利用申込書」（手引き ８ －３に挟み込み）を中学校に提出 
   （Ｐ４～５の計算により、「①高等学校等修学金貸与制度」の基準額を超過 
    していることを確認） 
 ③ 京都府から「修学支援特別融資利子補給制度」の申請のご案内 
 ④ ＜進学先決定後＞ 
    「修学支援特別融資申込資格認定申請書」を提出 
    令和７年分の源泉徴収票又は令和７年分の確定申告書を添付 
        ↓ 
              審 査 （令和７年分の収入について、上記の計算方法により審査） 

 

令和８年４月の状況で判定します。 

 
 注 意  実際は、令和７年分の収入により再計算し、判定します。 

※令和７年分の源泉徴収票、令和７年分の確定申告書 

例  



【 収入基準額表 】 

世帯人員 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人 

収入基準額 
143 万円 229 万円 264 万円 286 万円 307 万円 325 万円 341 万円 

 ７人を超える場合、１人増すごとに 16 万円を加える 
  

【 １表 】給与所得の場合における控除額 （ｂ）  （１万円未満は四捨五入） 

◆ 給与所得者のみ、この控除ができます。事業所得の場合は控除できません。 

年間収入金額 〔支払金額（ａ）〕 控 除 額 （ｂ） 
400 万円以下の場合 年間収入金額×0.2＋263 万円 

   （ただし、収入金額が 329 万円以下の控除額は収入金額と同額） 

400 万円を超え 878万円以下の場合 年間収入金額×0.3＋223 万円 
878 万円を超える場合 486 万円 

  

【 ２表 】特別控除額 （ｃ） 

        ◆ 該当する特別の事情が２つ以上ある場合は、これらの特別控除額を合算して控除する 
          ことができます。 

特 別 の 事 情 特 別 控 除 額 

（１）母子・父子世帯                ４９万円          

（２）就学者のいる世帯 
 
 
 
（児童・生徒・学生 
 １人につき） 
 
 ※ 生徒本人も含む。 

 

小 学 校                ８万円          
中 学 校               １６万円          

 自宅通学 自宅外通学 

高等学校 国・公立 ２８万円  ４７万円  
私  立 ４１万円  ６０万円  

高等専門学校 国・公立 ３６万円  ５５万円  
私  立 ６０万円  ８０万円  

大  学 国・公立 ５９万円  １０２万円  
私  立 １０１万円  １４４万円  

 
専修 
学校 

高等課程 国・公立 １７万円  ２７万円  
私  立 ３７万円  ４６万円  

専門課程 国・公立 ２２万円  ６２万円  
私  立 ７２万円  １１２万円  

（３）障害のある者のい 
る世帯 

障害のある１人につき         ８６万円 

（４）長期に療養を要す 
る人のいる世帯 

療養のため経済的に特別な支出をしている年間金額 

（５）主たる生計維持者 
が別居している世帯 

  別居のため特別に支出している年間金額 
  ただし、７１万円を限度とする。 

（６）火災、風水害又は 
  盗難等の被害を受け 
  た世帯 

  日常生活を営むために必要な資材又は生活費を得るための基本的な生産
手段（田・畑・店舗等）に被害があって、将来長期にわたって、支出増又は
収入減となると認められる年間金額 

  

 

   ＜例＞ 源泉徴収票（上部抜粋）          ＜例＞ 確定申告書  

  

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

令和８年４月時点の 

状況にて控除 

個人番号（マ

イナンバー）

が記載されて

いる場合は、

黒く塗りつぶ

し て く だ さ

い。 

主たる生計維持者の年収は、 

この欄の金額で判断します。 



（令和７年度の状況）

区分 対象者 申請時期 申込先 問い合わせ先

府各保健所 府各保健所

（京都市以外）
府家庭・青少年支援課
075-414-4585

京都市各保健福祉センター 京都市各保健福祉センター

子どもはぐくみ室（京都市） 子どもはぐくみ室

府高校教育課

075-414-5043

京都市調査課

075-334-6366

府文教課

075-414-4517

支給

　京都市以外

生活保護世帯、
市町村民税非課
税世帯のうち母
子世帯や障害者
世帯等

(生活保護世帯)
２月、以降随
時
(非課税世帯)
２月、６月、
以降随時

府各保健所
府各保健所
府地域福祉推進課
075-414-4558

府安心・安全まちづく
り推進課
075-414-5076

2月、５月

在学校（府内） 府医療課

府医療課（府外） 075-414-4746

支給 高等専門学校
（4年生・5年生）

※府ホームページ上の「府民サービス・ナビ」にも、各種資金の情報が掲載されています。
（https://navi.pref.kyoto.lg.jp/)

貸付
高等学校定時制及び通
信制課程修学奨励金

定時制・通信制
在学生
（有職者）

入学後
４～６月

高校生給付型奨学金
　（奨学金・入学支度金）

　※支援金（学用品費
      等）は併給可

支給

交通遺児奨学金

交通遺児世帯

入学支度金

入学後４～５
月
（入学前支給
は別途定める
時期）

日本学生支援機構奨学
金

４～５月末日
（締切後も随
時受付あり。
月割で減額支
給）

入学後

～他に活用できる奨学金制度のご案内～

貸付 看護師等修学資金
看護師養成学校
在学生

入学後
４～５月

貸付
高等専門学校
志望者

支給

支給

１　高等学校等修学資金（修学金・修学支度金）と併給（同時利用）できないもの

制度名

貸付

ひとり親家庭奨学金等
（高等学校入学支度金）

　京都市以外

ひとり親世帯

各市町村
（京都市以外）

各市町村（京都市以
外）
府保健所
府家庭・青少年支援課
075-414-4585

特別支援教育就学奨励
費

特別支援学校
高等部在学生

入学後

母子父子寡婦福祉資金
母子・父子・
寡婦世帯

随時

在学校（府立）

各学校

在学校（京都市立）

在学校（私立）

在学校（高専）

各市町村・区役所
各広域振興局地域連
携・振興部総務防災課
（京都市、乙訓地域は
除く）

各学校
在学校
（府立・京都市立）



区分 対象者 申請時期 申込先 問い合わせ先

府高校教育課

075-414-5043

府文教課

075-414-4516

・入学支度金

生活保護世帯(私
立進学者に限
る。)、
市民税非課税世
帯

２月～６月末
日
(生活保護世帯
は４月末日ま
で)

・学用品購入等助成
金　※「京都府奨学の
ための給付金」との併
給調整あり

市民税非課税世
帯（生活保護世
帯を除く。）

１０月～３月
末日

区分 対象者 申請時期 申込先 問い合わせ先

生活保護基準の
1.8倍以内の所
得水準の世帯

・教育支援費の「つな
ぎ資金」の場合のみ
本修学資金の予約申
請ができます。

志望校決定(※
→)時期から受
付

・就学支度費
　本修学資金の支度
金と併給できません。

志望校決定(※
→)～入学後1ｶ
月以内

京都府奨学のための
給付金

※貸付金の額の調整あ
り

在学校（私立）

制度名

生活保護世帯、
道府県民税所得
割及び市町村民
税所得割非課税
世帯

７月

在学校（国公立）

２　高等学校等修学資金（修学金・修学支度金）と併給（同時利用）できるもの

※ 入学後、各高等学校等で実施される、授業料の減免及び私立高等学校あんしん修学支援事業（担当：府文
教課）とは、重複して受けることができます。

※ この他、各高等学校において、独自の奨学金制度を整備している場合や、民間団体から各高等学校へ奨学
金制度の案内がある場合がありますので、必要に応じて各志望校・進学先校へご照会ください。

府内各市町村奨学金 お住まいの市町村教育委員会におたずねください。

京都市子ども家庭支援
課分室
（奨学金担当）
075-222-3777

支給

支給

京都市高校進学・修学
支援金

　

３　高等学校等修学資金（修学金）を利用するまでのつなぎ資金

制度名

★ 京都府高校生等修学資金（貸付）の初回支払は、予約をしていた場合でも入学確認後の4
月末～６月末 です。

※ 年度内（２・３月）支払に充てる場合には、社会福祉協議会「生活福祉資金」
（教育支援費・就学支度費）の活用が可能ですが、審査が必要なため、早期（志望
 校決定後。10月～年内を目途）に、お住まいの各市区町村社会福祉協議会にご相談
 ください。

☆☆☆高等学校入学前後の必要経費について☆☆☆（参考）

　教科書等購入費、タブレット等購入費、制服等購入費、私立高校の入学料・授業料（第１
期分）などは、合格発表後、２～３月頃に納入することがありますので、あらかじめ経費の
準備が必要となります。

貸付

生活福祉資金

各市区町村社会福祉
協議会

※秋頃から事前相談
を受け付けているの
で早めにご相談くだ
さい。

各市区町村社会福祉協
議会

京都府社会福祉協議会
075-252-6293
　　 　 　・6273

京都市のみ



　　（単位：円）

区　　　分 国公立 私　立

貸与希望月額 18,000 15,000 10,000 30,000 25,000 12,000 50,000 250,000

1年生時の年間
貸与（貸付）額

216,000 180,000 120,000 360,000 300,000 144,000

貸与（貸付）
総　　額

648,000 540,000 360,000 1,080,000 900,000 432,000

　　（単位：円）

区　　　分 国公立 私　立

借用金額 648,000 540,000 360,000 1,080,000 900,000 432,000 50,000 250,000

貸与終了

返還開始

返還期間（例） 10年10か月 9年 6年 18年 15年 7年3か月 10か月 4年2か月

返還方法 　

返還回数 130回 108回 72回 216回 180回 87回 10回 50回

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

最終のみ
3,000

最終のみ
2,000

返還終了年月 R22.7 R20.9 R17.9 R29.9 R26.9 R18.12 R12.7 R15.11

返還期間

◆年賦（年１回返済）の場合、返還開始は、令和12年１月（以降、毎年１月の返還となります。）

◆半年賦（年２回返済）の場合、返還開始は、令和12年１月（以降、毎年７月・１月の返還となります。）

◆修学支度金利用者は、同時に、修学金の返還も必要ですので注意してください。

令和11年10月（貸与終了の6月経過後）

月　賦　（毎月返済）

制度最長：20年 制度最長：7年

１回あたり
返還金額

※ 翌年度以降の貸与申請については、高等学校等在校中に毎年度継続申請が必要です。

令和11年３月（卒業）　＜１８歳＞

修　学　金 修学支度金

国公立 私　立

返還モデル例

※ 入寮した場合等、自宅外通学の場合は、修学金について月額5,000円の加算が希望できます。
    （在寮証明書等の提出が必要）

50,000 250,000

（１～3年の場合）

36月
貸与希望期間

※ 修学金は、限度額以内で千円単位で設定できます ので、高等学校等への修学に必要な
経費や、貸与終了後の返還計画を勘案して、貸与希望月額を決定してください。

※ 修学金・修学支度金は、貸与終了後、生徒本人が返還しなければなりません 。修学
金・修学支度金の貸与（貸付）を申請される生徒・保護者は、このことを十分理解の上、
申請してください。

修学支度金

定額：一時金

国公立 私　立

修　学　金

貸与（貸付）モデル例


